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委員・意見の募集、意見募集の結果　
応募期間…12/1㈮～令和6年1/4㈭（⑤のみ12/25㈪～令和6年1/24㈬）

委員を募集
自転車対策協議会
　放置禁止区域の指定および変更その他自転
車の放置防止対策に関する重要な事項を協議
します。
�問くらしの安全課（内線2827）
意見を募集
①第4次防犯のまちづくり推進計画（案）
　安心で安全な住みよい地域社会の実現に寄
与するため、防犯のまちづくりの推進に関す
る長期的な目標および総合的な施策の大綱を
定める計画です。
�問くらしの安全課（内線2825）
②第2期地域福祉計画（案）
　社会福祉法に基づき、互いに支え合いそれ
ぞれの問題を解決するため、「つながり」「支え
合い」の仕組みを作る計画です。
�問福祉総務課（内線2515）

③�第9期高齢者保健福祉計画及び介護保険事
業計画（案）

　高齢者全般の計画や介護保険における施策
の方向性を示すとともに、今後3年間の具体的
な取り組みを定める計画です。
�問高齢者支援課（内7454）
④第7期障害福祉計画（案）
　障害者総合支援法および児童福祉法の規定
に基づき、障害福祉サービスなどの提供体制
および自立支援給付などの円滑な実施を確保
することを目的として作成する計画です。
�問障がい者支援課（内線2542）
⑤�第3期国民健康保険データヘルス計画及び
第4期国民健康保険特定健康診査等実施計
画（案）

　国民健康保険被保険者の健康・医療情報を
活用し、効果的かつ効率的な保健事業の実施
を図るための計画、また特定健康診査・特定保

健指導の実施計画です。
�問国民健康保険課（内線2786）
意見募集の結果
地区センター設置方針（案）及び地区センター
条例（案）
　現在の公民館機能に新たな機能を追加し、
公民館を地域まちづくりの拠点施設としても
活用していくための設置方針（案）について、
市民意見提出手続を実施したところ、16人か
ら57件の意見が寄せられました。なお、地区
センター条例（案）の市民意見提出手続につい
ては、意見提出はありませんでした。
�問市民参加推進課（内線2878）

応募方法、募集結果など
詳しくは市 WEBで▶

報ダイヤル（♯7171）、または障がい者支援課
までお寄せください。皆さんのご協力をお願
いします。

手話は大切な言語です
　聴覚に障がいのある人もない人も地域の中
でお互いに心を通わせ、尊重し、共生できる社
会をつくっていくためには、より多くの人に
手話を知ってもらうことが大切です。市では、
市民の皆さんが手話に対する理解を深め、手
話に親しんでいただくため、手話講習会の開
催など、手話の普及啓発を行っています。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

障がい者の就労支援
　障がいのある人が地域で暮らし、地域の一
員としてともに生活できる「共生社会」実現の
理念のもと、全ての事業主には、法定雇用率以
上の割合で障がい者を雇用するものと定めら

　障害者週間は、国民の皆さんに広く障がい
者福祉への関心と理解を深めるとともに、障
がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆ
る分野の活動に積極的に参加する意欲を高め
ることを目的としています。
　誰もが人格と個性を尊重し支えあう「共生
社会」を実現するため、一人一人がそれぞれの
役割を自覚し、できることから実行してみま
せんか。

「共生社会」の実現のために
　「障害者差別解消法」では、障がいを理由に
サービスの提供を拒否するなどの不当な差別
的取り扱いの禁止や障がいのある人が直面す
るさまざまな障壁を取り除くための合理的な
配慮の提供を求めています。
　差別をなくし豊かな「共生社会」を実現する
ためには、障がいのある人への理解を深め、お
互いに尊重し合うことが大切です。市民の皆
さんもそれぞれの立場で考え、障がいのある
人に必要な配慮をお願いします。

知っていますか　障害者虐待防止法 
～みんなで防ごう障がい者虐待～

　「障害者虐待防止法」は、障がいのある人に
対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防、そし
て虐待に気づいた人の通報義務が定められて
います。周りの皆さんの気づきが虐待の防止
と早期発見につながります。虐待に関する通
報や届け出、支援などの相談は、埼玉県虐待通

れています。
　市では、障がいのある人が働くことを支援
するため、春日部市障害者就労支援センター
を設置しています。同センターでは、市内在
住の就労を希望する障がいのある人、または
その家族からの就労に関する相談などを受け
付けています。また、障がいのある人の雇用
に関する企業や事業所からの相談を受け付け
ています。多くの人が就労の機会を得られる
よう、橋渡しをしていますので、気軽にお問い
合わせください。
�問同センター（リサイクルショップ内）
（ TEL FAX 048-752-7483）

思いやり駐車場制度（パーキング・ 
パーミット制度）の適正な利用を

　
　
　
　

　埼玉県では障がい者用駐車場などの適正利
用を推進するため、利用対象となる人に利用
証を交付する「思いやり駐車場制度」を11月
から実施しています。利用の際は、利用証を
掲示し、適正利用の推進にご理解・ご協力をお
願いします。

利用証の交付対象や、
申請方法などの詳細▶

おはよう こんにちは ありがとう

片手の拳をこめ
かみ辺りから下
ろす。

人さし指と中指
を立てて人さし
指の側面を額に
付ける。

手の甲に、片方の
手のひらの小指
側を垂直に当て
て上げる（2回）。

手話の簡単なあいさつを紹介します

障がいのある人もない人も、
地域の中で共に安心して暮らせる社会を目指して

問 障がい者支援課（内線 2542）、
　庄和総合支所福祉・健康保険担当（内線 7044）


